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ア 制度のあらまし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ お送りした「障害者控除対象者認定申請書」による申請が必要となる方  

 ○申請の必要がある方は次のとおりです。 

 

 

 

   

     

 

 

 

ウ 申請の必要がない方  

 ●次のいずれかに該当する方は障害者控除対象者認定申請の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定に基づいた障害者控除対象者認定の説明 

及び認定申請書の記入方法について 

 所得税の（準）確定申告、相続税の申告、市県民税の申告において、身体障害者手帳

や精神障害者保健福祉手帳などをお持ちでない場合でも、６５歳以上の方については、

所得税法等の規定により、その障害の程度が身体障害者、知的障害者に準ずる状態で

あるとして市町村長の認定を受けたときは、税の申告の際に認定書を添付して障害者

控除が受けられます。 

流山市では、介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている６５歳以上の方（認

定を受けていても年齢が６４歳以下の方、あるいは介護予防・日常生活支援総合事業

対象者として認定され、要介護認定又は要支援認定をお持ちでない方は対象外）につ

いて、申請に基づき、その方の要介護認定に係る資料（＝主治医意見書及び認定調査

票）の内容により、身体障害者等に準ずる状態または寝たきりの状態であることを確

認できる方に対し「障害者控除対象者認定書」の交付を行っています。 

次のウに該当しない方のうち、介護保険の要介護認

定又は要支援認定を受け、かつ、所得に係る確定申

告等の必要がある６５歳以上の方（申告で控除対象

となる配偶者や扶養親族が、６５歳以上の要介護

（要支援）認定者である場合を含む。） 

 

障害者控除対象者認定を

受けた場合は、認定書によ

り障害者控除が受けられ

ます。 

ご本人が、所得が無いなどの理由により確定申告等

をする必要がない方 

 

ご本人を税法上の扶養親族としている方が、確定申

告等をする必要がない場合 

 

申請の必要はあり

ません 

申
請
し
て
く
だ
さ
い 
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エ 申請の方法及び認定までの流れ  

（１）申請の方法 

   この用紙と一緒にお送りした「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入

し、流山市役所介護支援課介護認定係に提出してください。添付書類は必要ありま

せん。 

   申請書の書き方は、５頁・６頁を参照してください。 

（２）申請～認定までの流れ 

     

 

 

 

 

 

オ 過年分の認定書の交付を希望される方へ  

税法上、税の申告は、法定申告期限から起算して過去５年分まで遡って行うことが

できます。したがって、本年分のほかに、それ以前の年分の税の申告を行う方に対し

ては、お申出に基づき、必要な年分に係る認定書を交付します。 

※過年分の認定書が必要な方は､申請書に「○○年分～○○年分」などと交付を希望

する年が分かるように記入していただくようにお願いします。なお、申告期限等

の理由により、過年分の認定書が早急に必要な方はその旨を申請書に記載してい

だたくか、介護支援課にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

カ 認定基準について  

障害者控除対象者の認定の可否については、認定基準日（各年の１２月３１日、既

にお亡くなりになっている方は死亡日）時点で介護保険の要介護（要支援）認定を受

けている方について、その認定を受けたときに作成された主治医意見書及び認定調査

票に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活

自立度」を認定基準に照らし合わせて審査します。認定基準の詳細は、３頁、４頁の

『障害者控除対象者認定基準』のとおりです。 

  なお、ご本人が受けている要介護度のみで一律に認定をするものではありませんの

でご注意ください。 

介護支援課介護認定係へ申請書を提出 

認定基準に基づいて障害者控除対象者認定の可否を審査・決定します 

審査の結果について文書で通知します（本年分については翌年１月中旬以降発送） 

(市) 

(市) 

(申請者) 

・直接来庁して提出 

・申請書を郵送 

・高齢者なんでも相談室（地域包

括支援センター）に提出 

 

注意点 

過年分の障害者控除にかかる、所得税の還付申告（確定申告を行っていない方）や所

得税及び相続税の更正請求（確定申告を行っている方）は、税務署で受け付けます。 

なお、申告にあたり用意する書類や取扱方法については、申告年度により異なる場

合がありますので、不明な点は、税務署にお問い合わせ下さい。 

市県民税の申告については、流山市役所市民税課までお問合せ下さい。 
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 障害者控除対象者認定基準 

 
障害の理由 判断基準、見られる状態像の例 

非該当 

 
＊障害者控除は受

けられません。 

― 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常

生活自立度の評価が、「自立」、「Ｊ１」、「Ｊ２」のいずれかである

方 

（Ｊ１、Ｊ２の状態像の例） 

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立してお

り独力で外出する。例えば、交通機関等を利用して外出し

たり（Ｊ１）、隣近所へなら独力で外出する（Ｊ２）。 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日

常生活自立度の評価が、「自立」、「Ⅰ」のいずれかである方 

（Ⅰの状態像の例） 

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的

にほぼ自立している状態 

  

 

 

障害者 

 
 

身体障害者（３級

～６級）に準ずる

状態 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常

生活自立度の評価が、「Ａ１」、「Ａ２」のいずれかである方 

（Ａ１、Ａ２の状態像の例） 

食事、排せつ、着替えに関しては概ね自分で行うなど、

屋内での生活は概ね自立しているが、近所への外出には介

護者の援助が必要な状態。外出頻度が少ない傾向にあった

り、日中も寝たり起きたりの生活状態である場合も見られ

る。 

知的障害者（中

度・軽度）に準ず

る状態 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日

常生活自立度の評価が、「Ⅱa」、「Ⅱb」、「Ⅲa」、「Ⅲb」のいずれ

かである方 

（Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb の状態像の例） 

・ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが見られ、自立した生活のためには誰かが注意をはらう

必要がある状態（Ⅱa、Ⅱb）。例えば、買い物や金銭管理、道

に迷うなど以前はできたことにミスが目立ったり、服薬管理、

電話の対応ができないなどの状態が見られる。 

・ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが見られる状態（Ⅲａ、Ⅲb）。例えば、着替え、食事、

排せつ行為が上手にできない。徘徊、火の不始末、不潔行為な

どの状態が見られる。 

 

認定区分及び

税控除額 

＜控除額＞ 
【所得控除】 
所得税 
 ２７万円 
市県民税 
 ２６万円 
相続税 

【税額控除】 

８５歳－相続

開始時の年齢

（１年未満の

場合、１年未

満の端数があ

る場合は１年

とします。）×

１０万円 
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（表面からのつづき） 

 

特別障害者 

 
 

         

重度の身体障

害者（障害等級

１級又は２級）

に準ずる状態 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活

自立度の評価が、「Ｂ１」、「Ｂ２」のいずれかである方 

（Ｂ１、Ｂ２の状態像の例） 

食事、排せつ、着替えのいずれかにおいては部分的に介護者

の援助を必要とするなど、屋内での生活は何らかの介助を要

し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つことが

できる状態。例えば、１日の大半をベッドの上で過ごすが、車

いすに移乗し、食事、排せつはベッドから離れて行う状態。 

寝たきりの状態 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活

自立度の評価が、「Ｃ１」、「Ｃ２」のいずれかである方 

（Ｃ１、Ｃ２の状態像の例） 

食事、排せつ、着替えのいずれにおいても介護者の援助を全

面的に必要とし、一日中ベッド上で常時臥床して過ごす状態。 

重度の知的障

害者に準ずる

状態 

 

主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生

活自立度の評価が、「Ⅳ」、「Ｍ」のいずれかである方 

（Ⅳ、Ｍの状態像の例） 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ

が頻繁に見られたり、著しい精神症状や問題行動等が見られるた

め、常に介護を必要とする状態。例えば、徘徊、火の不始末など

の症状や行動が頻回であったり、せん妄、妄想、興奮、自傷・他

害などの精神症状のため、常に目を離すことができない状態。 

注１： 表中の障害者控除額は、所得税、市県民税及び相続税ともに、対象者本人についての障害者控除

額になります。所得税及び市県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族が同

居の特別障害者である場合は、障害者控除の額に、所得税は３５万円、市県民税は２３万円が、

それぞれ加算されます。 
注２： 主治医意見書及び認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者

の日常生活自立度を上記の基準に照らし合わせて審査する際には、主治医意見書及び認定調査

票のうち、自立度の評価がより重いものに基づいて認定の可否及び認定区分を決定します。 

 

＜控除額＞ 
【所得控除】 
所得税 
４０万円 
市県民税 
３０万円 
相続税 

【税額控除】 

８５歳－相続開

始時の年齢（１

年未満の場合、

１年未満の端数

がある場合は１

年とします。）× 

２０万円 

 

＊障害高齢者の日常生活自立度とは… 

   何らかの障害を有する高齢者について日常生活の自立の程度を評価したもの。 

その方の障害の程度や様態に基づいて、 

（軽度）                 （重度） 

自立、Ｊ１、Ｊ２、Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２ 

の指標で評価されます。 

 ＊認知症高齢者の日常生活自立度とは… 

   何らかの認知症を有する高齢者について、意思の疎通の程度、見られる症状・行

動に着目して、日常生活の自立の程度を評価したもの。その方の認知症状の程度

や様態に基づいて、 

（軽度）           （重度） 

     自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Ｍ 

   の指標で評価されます。 

上記の表における「日常生活自立度」の説明 
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キ  申 請 書 の 記 入 方 法   

 

障害者控除対象者認定申請書  
 
（宛先）健康福祉部長  

 申請 年月 日      年   月   日  

申
請
者 

（
所
得
申
告
を
行
う
方
） 

ふ り が な   
控除対象者
との関係  

氏名   

住所等  

※ 控 除 対 象 者 本 人 の 場 合 は 、 省 略 可  

〒  

 

       電 話 番 号     （     ）  

次の者について所得税法施行令第１０条第１項第７号及び同条第２項第

６号並びに地方税法施行令第７条第７号及び第７条の１５の７第６号に定

める障害者又は特別障害者として認定を受けたいので申請します。  

注 審査に当たっては、控除対象者の要介護（要支援）認定資料の確認をさせてい

ただくことが必要となります。次の欄への署名に御理解・御協力をお願いします。 

要介護認定資料の利用の同意  

 控除 対象者の障 害者又 は 特別障害者の認定の可否の審査のため、介

護保険 の要介護認 定等の 訪 問調査票及び主治医意見書の内容を確認す

ることについて同意します。  

              控除対象者氏名            

 

 

 

控

除

対

象

者 

介護保険被保険者番号            

ふ り が な   性 別  男  ・  女  

氏 名   生年月日     年   月   日  

住所等  

〒  

電 話 番 号     （     ）  

現在認定を受け

ている介護度  
（ い ず れ か を ○ で 囲 む ）  

要支援  １  ２   ／   要介護  １  ２  ３  ４  ５  

控除の対象年             年分  

結果送 付先  
（ い ず れ か を ○ で 囲 む ）  

１  申請者     ２  控除対象者  

代 筆 で も 可 。 控 除 対 象 者 が 既 に

お 亡 く な り に な っ て い る 場 合 は

未 記 入 で 構 い ま せ ん 。  

介 護 保 険 被 保 険 者 証 に 記 載 さ れ て い

る １ ０ ケ タ の 番 号 を ご 記 入 く だ さ い 。 

過 年 分 も 合 わ せ て ご 希 望 の 方 は 、  

「 ○ ○ 年 ～ ○ ○ 年 分 」 の よ う に  

ご 記 入 く だ さ い 。  
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ク  申 請 書 の 提 出 先   

○   申 請 書 の 提 出 は 以 下 の 方 法 で 受 け 付 け て お り ま す 。  

 ・ 流 山 市 役 所 介 護 支 援 課 介 護 認 定 係 に 直 接 提 出 、 ま た は 郵 送  

 ・ お 近 く の 高 齢 者 な ん で も 相 談 室 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ） に  

提 出（ 市内に５か所あります。土曜日も午前中半日開所しています）  

ケ  問 い 合 わ せ 等   

 ○  障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 書 の 内 容 に つ い て 、疑 問 、不 明 な 点 な ど あ り

ま し た ら 、 以 下 の 担 当 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 部  江 戸 川 台 東 ２ － １ ９  

（ 旧 江 戸 川 台 出 張 所 ）  

T E L ：０ ４ － ７ １ ５ ５ － ５ ３ ６ ６  

F A X ：０ ４ － ７ １ ５ ４ － ３ ２ ０ ７  

北 部 西  

 

中 野 久 木 ４ ２ １  

（ 花 の い ろ 内 ）  

T E L ：０ ４ － ７ １ ９ ７ － １ ３ ７ ８  

F A X ：０ ４ － ７ １ ９ ７ － １ ６ １ ５  

中 部  下 花 輪 ４ ０ ９ － ６  

（ 東 葛 病 院 付 属 診 療 所 １ 階 ）  

T E L ：０ ４ － ７ １ ５ ０ － ２ ９ ５ ３  

F A X ：０ ４ － ７ １ ５ ８ － ８ ４ １ ９  

東 部  野 々 下 ２ － ４ ８ ８ － ５  

（ あ ざ み 苑 内 ）  

T E L ：０ ４ － ７ １ ４ ８ － ５ ６ ６ ５  

F A X ：０ ４ － ７ １ ４ １ － ２ ２ ８ ０  

南 部  平 和 台 ２ － １ － ２  

（ ケ ア セ ン タ ー ２ 階 ）  

T E L ：０ ４ － ７ １ ５ ９ － ９ ９ ８ １  

F A X ：０ ４ － ７ １ ７ ８ － ８ ５ ５ ５  

認 定 申 請 全 般 に つ い て  

流 山 市 役 所 介 護 支 援 課 介 護 認 定 係  

（所在地）〒 ２ ７ ０ － ０ １ ９ ２  流 山 市 平 和 台 １ 丁 目 １ 番 地 の １  第 ２ 庁 舎 １ 階  

（ＴＥＬ）０ ４ － ７ １ ５ ０ － ６ ５ ３ １  （ＦＡＸ）０ ４ － ７ １ ５ ９ － ５ ０ ５ ５  

・ ・ ・「 介 護 保 険 の 障 害 者 控 除 の こ と で 」 と お 申 し つ け く だ さ い 。  

市 ・ 県 民 税 申 告 に つ い て  

流 山 市 役 所 財 政 部 市 民 税 課  

（所在地）〒 ２ ７ ０ － ０ １ ９ ２  流 山 市 平 和 台 １ 丁 目 １ 番 地 の １  第 １ 庁 舎 １ 階  

（ＴＥＬ）０ ４ － ７ １ ５ ０ － ６ ０ ７ ３  （ＦＡＸ）０ ４ － ７ １ ５ ９ － ０ ９ ４ ６  

 ※ 申 告 者 の 住 所 が 市 外 に あ る 場 合 に は 、 申 告 者 の 住 所 地 の 市 ・ 県 民 税  

担 当 課 ま で お 問 い 合 せ 下 さ い 。  

所 得 税 の （ 準 ） 確 定 申 告 及 び 相 続 税 の 申 告 に つ い て  

松 戸 税 務 署  

（所在地）〒 ２ ７ １ － ８ ５ ３ ３  松 戸 市 小 根 本 ５ ３ 番 地 の ３  

（ＴＥＬ）０ ４ － ７ ３ ６ ３ － １ １ ７ １ （ 自 動 音 声 で ご 案 内 し ま す ）  

※ 申 告 者 の 住 所 が 市 外 に あ る 場 合 に は 、申 告 者 の 住 所 地 を 所 管 す る 税 務

署 ま で お 問 合 せ 下 さ い 。  

※ 被 相 続 人 の 住 所 が 市 外 に あ っ た 場 合 に は 、被 相 続 人 の 住 所 地 を 所 管 す

る 税 務 署 ま で お 問 い 合 せ 下 さ い 。  


